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   新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の防止等の徹底 

について（通知） 

 このことについて、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長から別添写しのとおり

通知がありましたので、通知します。 

 つきましては、各学校において、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、

偏見や差別が生じないよう指導に努め、児童生徒の安全な学校生活を支援するようお願い

します。 

記 

◯ 参考資料 

・学校再開に関するＱ＆Ａ（子供たち、保護者、一般の方へ）【令和２年４月 15日時点版】 

  問 11（文部科学省ホームページ） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00003.html#q11 

・新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に

おける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（４月15日時点）問24（文部科学省ホームページ） 

  https://www.mext.go.jp/content/20200415-mxt_kouhou02-000004520_01.pdf  

 

（生徒指導（問題行動等）係）  
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（別記）参考資料 

■ 学校再開に関するＱ＆Ａ（子供たち、保護者、一般の方へ）（令和２年４月 15日時点） 

問１１ 学校における感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別の防止等について、どのような

取組が行われていますか。 

Ａ 感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療

従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行

為は、断じて許されるものではありません。そのため、文部科学省としては、学校や教育

委員会に対し、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた

指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮するよう周

知徹底を行っています。 

     また、子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩ん

だ場合の相談窓口として、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」等を文部科学省ホームページや

ＳＮＳ等を通じて周知していますので、ご活用ください。 

  なお、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等社会機能の維持にあたる方

を家族に持つ児童生徒等を、医学的な根拠なく自宅待機とするような措置をとることは不

適切であり、あってはならないことと考えています。 

 

 

■ 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等におけ

る教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（令和２年４月15日時点） 

問２４ 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について、どのように対応すればよいか。 

【更新】 

○ 感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従

事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、

断じて許されるものではありません。 

○ そのため、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導

を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮していただくよう

お願いします。 

○ また、子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ

場合の相談窓口として、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」等を当省ホームページやＳＮＳ等を

通じて周知していますので、適宜活用していただくようお願いします。 

○ なお、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等社会機能の維持にあたる方を

家族に持つ児童生徒等を、医学的な根拠なく自宅待機とするような措置をとることは不適切

であり、あってはならないことと考えています。 

担当：（いじめ・偏見）初等中等教育局児童生徒課（内３２９８） 

    （出席停止）初等中等教育局健康教育・食育課（内２９１８） 


